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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部を有
し、
　前記複数の電線挿通部が並列配置されている一方、
　前記複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が前記電線の分岐方向とされてお
り、
　前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部を除く各前記電線挿通部には、前記並列方
向に直交する長手方向の中間部分において、前記長手方向に延びてかつ両側面に開口して
前記電線の一部によって構成される分岐電線が挿通可能な分岐電線挿通窓が設けられてい
る一方、
　前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部には、少なくとも前記分岐方向側の側面に
前記分岐電線挿通窓が設けられており、
　固定対象に固定されるベース部材と、
　前記ベース部材上に隙間を隔てて対向配置される長手状の上壁部と、該上壁部の長手方
向の両側部分の両側縁部からそれぞれ前記ベース部材に向かって突出する一対の支持脚部
とを含んで構成された挿通部構成部材の複数とをさらに備えており、
　各前記挿通部構成部材の前記一対の支持脚部が前記ベース部材に設けられた複数の固定
部に対してそれぞれ着脱自在に固定されることにより、各前記電線挿通部が構成され、各
前記電線挿通部の前記側面において、前記ベース部材と前記上壁部と長手方向両側の前記
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支持脚部によって前記分岐電線挿通窓が画成されているワイヤハーネス用プロテクタ。
【請求項２】
　各前記電線挿通部がいずれも前記両側面に前記分岐電線挿通窓を有しており、前記複数
の電線挿通部の並列方向の両側を前記電線の分岐方向とすることができる請求項１に記載
のワイヤハーネス用プロテクタ。
【請求項３】
　ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部を有
し、
　前記複数の電線挿通部が並列配置されている一方、
　前記複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が前記電線の分岐方向とされてお
り、
　前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部を除く各前記電線挿通部には、前記並列方
向に直交する長手方向の中間部分において、前記長手方向に延びてかつ両側面に開口して
前記電線の一部によって構成される分岐電線が挿通可能な分岐電線挿通窓が設けられてい
る一方、
　前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部には、少なくとも前記分岐方向側の側面に
前記分岐電線挿通窓が設けられているワイヤハーネス用プロテクタであって、
　固定対象に固定されるベース部材と、
　前記ベース部材上に隙間を隔てて対向配置される長手状の上壁部と、該上壁部の長手方
向の両側部分の両側縁部からそれぞれ前記ベース部材に向かって突出する一対の支持脚部
とを含んで構成された挿通部構成部材の複数とを備え、前記ベース部材に対して前記一対
の支持脚部が固定され、前記ベース部材と前記上壁部と長手方向両側の前記支持脚部によ
って前記分岐電線挿通窓が画成されているワイヤハーネス用プロテクタ。
【請求項４】
　複数の前記電線挿通部が相互に離隔して並列配置されている請求項１から請求項３のい
ずれか１項に記載のワイヤハーネス用プロテクタ。
【請求項５】
　ワイヤハーネス用プロテクタを用いたワイヤハーネスの配索構造であって、
　前記ワイヤハーネス用プロテクタとして請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の
ワイヤハーネス用プロテクタを用い、
　前記ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けされて前記複数の電線挿通部に挿通
保持されている一方、
　前記分岐方向に最も遠位の前記電線挿通部では、前記分岐方向側の前記分岐電線挿通窓
を挿通して前記分岐電線が側方に引き出されている一方、それ以外の前記電線挿通部では
、前記分岐方向側の前記分岐電線挿通窓と前記分岐方向側に隣接配置された前記電線挿通
部の両側面の前記分岐電線挿通窓を挿通して前記分岐電線が側方に引き出されているワイ
ヤハーネスの配索構造。
【請求項６】
　複数の前記電線挿通部における前記分岐電線の引き出し位置が、前記長手方向で相互に
異ならされている請求項５に記載のワイヤハーネスの配索構造。
【請求項７】
　各前記電線挿通部を挿通する小分けされた前記ワイヤハーネスの断面積が、前記分岐方
向に向かって次第に大きくされている請求項５または請求項６に記載のワイヤハーネスの
配索構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等に配索される多数の電線を挿通保持するワイヤハーネス用プロテク
タおよびそれを用いたワイヤハーネスの配索構造に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、自動車等の電装系においては、配索される多数の電線を、ワイヤハーネス用
プロテクタに挿通保持して車体側の固定対象に対して固定することにより、電線を外部の
干渉部材から保護したり、電線の経路を規制することが行われている。
【０００３】
　ところで、このようなワイヤハーネス用プロテクタは、実開平６－７０４１５号公報（
特許文献１）等に記載されているとおり、樋状のプロテクタ本体と、プロテクタ本体の上
方開口部を覆蓋する蓋体とを含んで構成されている。そして、多数の電線をプロテクタ本
体に挿通した後、プロテクタ本体の側壁外方に突出して設けられたロック機構を介して、
蓋体をプロテクタ本体に固定することにより、多数の電線を収容状態に保持できるように
なっている。
【０００４】
　ところが、近年では、自動車のコンパクト化の要求に加えて、車載電装品も増加傾向に
あり、ワイヤハーネスを構成する電線が増大する反面、ワイヤハーネスの配索スペースが
狭まってきている。それゆえ、上述の如き従来構造のワイヤハーネス用プロテクタでは、
ワイヤハーネスを挿通保持するプロテクタ本体の大型化が避けられず、ワイヤハーネス用
プロテクタを決められた配索スペースに設置できない場合があった。
【０００５】
　特に、ワイヤハーネスの幹線から支線が分かれる分岐部を有する場合、分岐部を挿通保
持する部位を追加で設ける必要があり、プロテクタの大型化が避けられなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平６－７０４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、固定対象から
の突出高さを抑えつつ、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな状態で挿通保持する
ことができる、新規な構造のワイヤハーネス用プロテクタを提供すること、およびそれを
用いたワイヤハーネスの配索構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ワイヤハーネス用プロテクタに関する本発明の第一の態様は、ワイヤハーネスを構成す
る複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部を有し、前記複数の電線挿通部
が並列配置されている一方、前記複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が前記
電線の分岐方向とされており、前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部を除く各前記
電線挿通部には、前記並列方向に直交する長手方向の中間部分において、前記長手方向に
延びてかつ両側面に開口して前記電線の一部によって構成される分岐電線が挿通可能な分
岐電線挿通窓が設けられている一方、前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部には、
少なくとも前記分岐方向側の側面に前記分岐電線挿通窓が設けられており、固定対象に固
定されるベース部材と、前記ベース部材上に隙間を隔てて対向配置される長手状の上壁部
と、該上壁部の長手方向の両側部分の両側縁部からそれぞれ前記ベース部材に向かって突
出する一対の支持脚部とを含んで構成された挿通部構成部材の複数とをさらに備えており
、各前記挿通部構成部材の前記一対の支持脚部が前記ベース部材に設けられた複数の固定
部に対してそれぞれ着脱自在に固定されることにより、各前記電線挿通部が構成され、各
前記電線挿通部の前記側面において、前記ベース部材と前記上壁部と長手方向両側の前記
支持脚部によって前記分岐電線挿通窓が画成されているワイヤハーネス用プロテクタであ
る。
【０００９】
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　本態様によれば、複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部が並列配置さ
れていることから、ワイヤハーネスを構成する電線が増大した場合でも、複数の電線挿通
部に小分けして電線を収容保持できることから、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化が
可能となる。加えて、複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が電線の分岐方向
とされ、分岐方向から最も遠位の電線挿通部を除く各電線挿通部が、その長手方向の中間
部分において、長手方向に延びてかつ両側面に開口する分岐電線挿通窓を有し、分岐方向
から最も遠位の電線挿通部が、少なくとも分岐方向側の側面に分岐電線挿通窓を有してい
る。このような構成により、分岐方向に最も遠位の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電
線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すことができる。また、それ以外の電線挿通
部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓と分岐方向側に隣接配置された電線挿通部の両側面
の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すことができる。したがって、ワイ
ヤハーネス用プロテクタに分岐部を挿通保持する追加の部位を設けることなく、分岐電線
を複数の電線挿通部に亘って挿通保持することにより安定した分岐電線の保持を実現でき
、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな状態で挿通保持することができる。
【００１０】
　しかも、各電線挿通部に設けられた分岐電線挿通窓は、長手方向に延びて設けられてい
ることから、各電線挿通部毎に電線が分岐される位置を長手方向で異ならせることができ
る。これにより、分岐方向に遠位側の電線挿通部において分岐電線が重なり合って電線束
の高さが増大することも回避することができ、分岐部を含むワイヤハーネス用のプロテク
タの低背化を有利に実現できる。
【００１１】
　また、本態様によれば、車両側の固定対象に固定されるベース部材に対して、挿通部構
成部材を着脱自在に取り付けることにより各電線挿通部を構成することができる。それゆ
え、ベース部材上に複数の電線を配索しつつ、分岐方向から離れた側の電線挿通部から順
番に構成することで、作業性の向上や分岐部分の容易かつ安定した配索を可能にすること
ができる。
【００１２】
　しかも、挿通部構成部材が上壁部とその両側部分でベース部材に向かって突出する一対
の支持脚部によって構成されていることから、各電線挿通部に挿通配置される電線の上方
への突出が抑えられる。それゆえ、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化を一層確実に実
現できる。
【００１３】
　ワイヤハーネス用プロテクタに関する本発明の第二の態様は、前記第一の態様に記載の
ワイヤハーネス用プロテクタにおいて、各前記電線挿通部がいずれも前記両側面に前記分
岐電線挿通窓を有しており、前記複数の電線挿通部の並列方向の両側を前記電線の分岐方
向とすることができるものである。
【００１４】
　本態様によれば、複数の電線挿通部の並列方向の両側が分岐方向となるように、各電線
挿通部の何れもが、両側面に分岐電線挿通窓を備えている。これにより、ワイヤハーネス
用プロテクタの方向性が低減されて、汎用性の向上を図ることができる。
【００１５】
　ワイヤハーネス用プロテクタに関する本発明の第三の態様は、ワイヤハーネスを構成す
る複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部を有し、前記複数の電線挿通部
が並列配置されている一方、前記複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が前記
電線の分岐方向とされており、前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部を除く各前記
電線挿通部には、前記並列方向に直交する長手方向の中間部分において、前記長手方向に
延びてかつ両側面に開口して前記電線の一部によって構成される分岐電線が挿通可能な分
岐電線挿通窓が設けられている一方、前記分岐方向から最も遠位の前記電線挿通部には、
少なくとも前記分岐方向側の側面に前記分岐電線挿通窓が設けられているワイヤハーネス
用プロテクタであって、固定対象に固定されるベース部材と、前記ベース部材上に隙間を
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隔てて対向配置される長手状の上壁部と、該上壁部の長手方向の両側部分の両側縁部から
それぞれ前記ベース部材に向かって突出する一対の支持脚部とを含んで構成された挿通部
構成部材の複数とを備え、前記ベース部材に対して前記一対の支持脚部が固定され、前記
ベース部材と前記上壁部と長手方向両側の前記支持脚部によって前記分岐電線挿通窓が画
成されているワイヤハーネス用プロテクタである。
【００１６】
　ワイヤハーネス用プロテクタに関する本発明の第四の態様は、前記第一から第三のいず
れか一つの態様に記載のワイヤハーネス用プロテクタにおいて、複数の前記電線挿通部が
相互に離隔して並列配置されているものである。
【００１７】
　ワイヤハーネスの配索構造に関する本発明の第一の態様は、ワイヤハーネス用プロテク
タを用いたワイヤハーネスの配索構造であって、前記ワイヤハーネス用プロテクタとして
前記第一乃至第四のいずれか一つの態様に記載のワイヤハーネス用プロテクタを用い、前
記ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けされて前記複数の電線挿通部に挿通保持
されている一方、前記分岐方向に最も遠位の前記電線挿通部では、前記分岐方向側の前記
分岐電線挿通窓を挿通して前記分岐電線が側方に引き出されている一方、それ以外の前記
電線挿通部では、前記分岐方向側の前記分岐電線挿通窓と前記分岐方向側に隣接配置され
た前記電線挿通部の両側面の前記分岐電線挿通窓を挿通して前記分岐電線が側方に引き出
されているものである。
【００１８】
　本態様のワイヤハーネスの配索構造によれば、第一～第四のいずれか一つの態様に記載
のワイヤハーネス用プロテクタを用い、複数の電線が小分けされて収容される複数の電線
挿通部が並列配置されていることから、ワイヤハーネスを構成する電線が増大した場合で
も、複数の電線挿通部に小分けして電線を収容保持できることから、ワイヤハーネス用プ
ロテクタの低背化が可能となる。加えて、複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方
側が電線の分岐方向とされ、分岐方向から最も遠位の電線挿通部を除く各電線挿通部が、
その長手方向の中間部分において、長手方向に延びてかつ両側面に開口する分岐電線挿通
窓を有し、分岐方向から最も遠位の電線挿通部が、少なくとも分岐方向側の側面に分岐電
線挿通窓を有している。このような構成により、分岐方向に最も遠位の電線挿通部では、
分岐方向側の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すことができる。また、
それ以外の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓と分岐方向側に隣接配置された
電線挿通部の両側面の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すことができる
。したがって、ワイヤハーネス用プロテクタに分岐部を挿通保持する追加の部位を設ける
ことなく、分岐電線を複数の電線挿通部に亘って挿通保持することにより安定した分岐電
線の保持を実現でき、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな状態で挿通保持するこ
とができる。
【００１９】
　しかも、各電線挿通部に設けられた分岐電線挿通窓は、長手方向に延びて設けられてい
ることから、各電線挿通部毎に電線が分岐される位置を長手方向で異ならせることができ
る。これにより、分岐方向に遠位側の電線挿通部において分岐電線が重なり合って電線束
の高さが増大することも回避することができ、分岐部を含むワイヤハーネス用のプロテク
タの低背化を有利に実現できる。
【００２０】
　ワイヤハーネスの配索構造に関する本発明の第二の態様は、前記第一の態様に記載のワ
イヤハーネスの配索構造において、複数の前記電線挿通部における前記分岐電線の引き出
し位置が、前記長手方向で相互に異ならされているものである。
【００２１】
　本態様によれば、複数の電線挿通部における分岐電線の引き出し位置が、長手方向で相
互に異ならされている。これにより、各電線挿通部から分岐する電線が重なることが有利
に防止されていることから、分岐する電線の一層の低背化が可能となる。
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【００２２】
　ワイヤハーネスの配索構造に関する本発明の第三の態様は、前記第一または第二の態様
に記載のワイヤハーネスの配索構造において、各前記電線挿通部を挿通する小分けされた
前記ワイヤハーネスの断面積が、前記分岐方向に向かって次第に大きくされているもので
ある。
【００２３】
　本態様によれば、電線挿通部を挿通するワイヤハーネスの断面積が、分岐方向に向かっ
て次第に大きくされている。すなわち、かかる電線挿通部に挿通配置される電線が、分岐
方向に最も近い電線挿通部において最も細く、最も遠い電線挿通部に向かって次第に太く
されている。これにより、分岐する電線が自身よりも太い電線を乗り越えることがなく、
各電線挿通部を挿通するワイヤハーネスの断面積の平準化を図ることができ、低背化を有
利に実現できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部が並列配置さ
れていることから、ワイヤハーネスを構成する電線が増大しても複数の電線挿通部に小分
けして電線を収容保持できることから、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化が可能とな
る。また、複数の電線挿通部の並列方向の少なくとも一方側が電線の分岐方向とされ、分
岐方向から最も遠位の電線挿通部を除く各電線挿通部が長手方向に延びてかつ両側面に開
口する分岐電線挿通窓を有し、分岐方向から最も遠位の電線挿通部が、少なくとも分岐方
向側の側面に分岐電線挿通窓を有している。これにより、分岐方向に最も遠位の電線挿通
部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すことができる
。また、それ以外の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓と分岐方向側に隣接配
置された電線挿通部の両側面の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出すこと
ができる。したがって、追加の部位を設けることなく安定した分岐電線の保持を実現でき
、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな状態で挿通保持できる。しかも、分岐電線
挿通窓は長手方向に延びて設けられていることから、各電線挿通部毎に電線が分岐される
位置を長手方向で異ならせることができる。これにより、分岐電線の重なりを回避するこ
とができ、分岐部を含むワイヤハーネス用プロテクタの低背化を有利に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一の実施形態としてのワイヤハーネス用プロテクタを示す斜視図。
【図２】図１の正面図。
【図３】図１のベース部材を示す斜視図。
【図４】図１の１つの挿通部構成部材を示す斜視図。
【図５】複数の挿通部構成部材に電線を収容すると共に分岐電線を設けた、ベース部材へ
の取付前の状態を示す平面図。
【図６】本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタを用いたワイヤハーネスの配索構造を
示す正面図であって、図２に相当する図。
【図７】本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタを用いたワイヤハーネスの配索構造を
示す正面図であって、図６とは分岐方向が逆方向の図。
【図８】分岐方向が両方向の場合におけるベース部材への取付前の状態を示す平面図であ
って、図５に相当する図。
【図９】図８に示す分岐方向が両方向の場合におけるワイヤハーネスの配索構造を示す正
面図であって、図６に相当する図。
【図１０】図４とは異なる構造の挿通部構成部材を示す斜視図。
【図１１】図１０に示す挿通部構成部材を有するワイヤハーネス用プロテクタを用いたワ
イヤハーネスの配索構造を示す正面図であって、図６に相当する図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２７】
　図１～４には、本発明の第一の実施形態としてのワイヤハーネス用プロテクタ１０が示
されている。かかるワイヤハーネス用プロテクタ１０は、ベース部材１２と、複数（本実
施形態では４個）の挿通部構成部材１４と、を備えて構成されている。なお、以下の説明
において、上方とは、図１～４中の上方、下方とは、図１～４中の下方を言い、また前方
とは、図１中の右斜め下方、後方とは、図１中の左斜め上方を言い、さらに長手方向とは
、図１中の前後方向を言うものとする。
【００２８】
　図２～３に示されているように、ベース部材１２は、略逆Ｕ字断面形状で下方に向かっ
て開口して長手方向に延びる略樋形状を有しており、例えばポリプロピレン（ＰＰ），ポ
リアミド（ＰＡ）等の合成樹脂材料により射出成形等によって一体形成されている。また
、ベース部材１２の長手方向中央部分には、幅方向（図２中、左右方向）両側において固
定片１６が形成されている。かかる固定片１６は、長手方向両側が切欠部１８によってベ
ース部材１２から切り離されることにより基端側のみがベース部材１２に連結されかつ下
方に向かって突出する片持ち梁形状を有している。さらに、固定片１６の突出端部の長手
方向中央部には、下方斜め内方に向かって突出する略矩形平板状の係合部２０が設けられ
ており、かかる係合部２０の突出先端部には内方に向かって突出すると共に長手方向の略
全長に亘って略台形断面形状で延びる係合突起２２が形成されている。加えて、ベース部
材１２の外周面２４の長手方向両端部には、それぞれ複数対（本実施形態では４対）の固
定部２６，２６が外周面２４の周方向に相互に離隔すると共に外周面２４に対して直立す
るように外方に向かって突設されている。かかる固定部２６，２６は、外周面２４の周方
向に相互に離隔するように形成されていると共に略矩形平板形状を有しており、突出端部
の対向しない側の面には外方に向かって突出すると共に略三角断面形状で長手方向に延び
る係合突起２８が設けられている。かかる係合突起２８の突出端面は、外周面２４から離
れるにつれて固定部２６に近づくテーパ面とされている。
【００２９】
　一方、図４に示されているように、挿通部構成部材１４は、略逆Ｕ字断面形状で下方に
向かって開口して長手方向に延びる略樋形状を有しており、例えばポリプロピレン（ＰＰ
），ポリアミド（ＰＡ）等の合成樹脂材料により射出成形等によって一体形成されている
。かかる挿通部構成部材１４は、長手方向に向かって帯状に延びる上壁部３０と、上壁部
３０の幅方向の両側縁部から長手方向の略全長に亘って下方に向かって延び出す側壁部３
２と、上壁部３０の長手方向の両側部分の両側縁部からそれぞれ下方に向かって突出する
一対の支持脚部３４，３４と、を含んで構成されている。支持脚部３４は、基端部が側壁
部３２に連結された略枠体形状を有しており、上下方向に開口する係合孔３６の上側端縁
部には、上方斜め内方に向かって突出する略矩形平板状の係合突起３８が設けられている
。また、挿通部構成部材１４は、かかる一対の支持脚部３４，３４が設けられた上壁部３
０の長手方向の両側部分からさらに外方に向かって延び出す結束固定部４０を有している
と共に、結束固定部４０の延出端部には幅方向の略全長に亘って突出する結束部材抜け止
め突起４２が形成されている。さらに、上壁部３０は、支持脚部３４が設けられた部位間
において厚肉とされると共に平面視で略矩形形状で上方に向かって開口する肉抜き穴４４
が形成されており、支持脚部３４が設けられた部分の強度を高めつつ合成樹脂材料を有利
に節約している。
【００３０】
　次に、このような構成とされたベース部材１２と挿通部構成部材１４を含んで構成され
ている本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤハーネス４６の配索
構造について、図５～６を用いて説明を行う。なお、本実施形態では、ワイヤハーネス４
６は、小分けされた複数の電線からなるワイヤハーネス４６ａ～ｄを含んで構成されてい
る。なお、かかるワイヤハーネス４６ａ～ｄは、各端部においてコネクタ等を通じて各種
電気機器等に接続されている。また、理解を容易とするため、図５～６では、ワイヤハー
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ネス４６ａ～ｄや、ワイヤハーネス４６ａ～ｄから分岐する分岐電線４８ａ～ｄや、固定
対象であるリーンフォース５０や、結束テープ５５，５６は、仮想線で記載している。
【００３１】
　先ず、図５に示されているように、複数（本実施形態では４個）の挿通部構成部材１４
を、横方向が長手方向になるようにかつ縦方向が並列方向になるように、例えば作業台の
上に上壁部３０を下にして配置する。そして、複数の挿通部構成部材１４の上壁部３０と
一対の側壁部３２，３２で囲まれた樋状部５２に対して、上方からワイヤハーネス４６を
構成するワイヤハーネス４６ａ～ｄの幹線５４ａ～ｄをそれぞれ収容配置する。なお、こ
の際には、ワイヤハーネス４６ａ～ｄの分岐電線４８ａ～ｄを、並列方向の一方側である
手前側に向かって延び出すように配置する。続いて、例えば結束テープ５５を用いてワイ
ヤハーネス４６ａ～ｄの幹線５４ａ～ｄをそれぞれ複数の挿通部構成部材１４の結束固定
部４０に対して位置決め保持すると共に、分岐電線４８ａ～ｄについても例えば結束テー
プ５６を用いて延出端部を結束固定する。この結果、ワイヤハーネス４６に対して本実施
形態の複数の挿通部構成部材１４が取付けられた中間部材５７が完成される。これにより
、電線挿通部５８の長手方向の両端部分にワイヤハーネス４６ａ～ｄの幹線５４ａ～ｄを
容易に位置決め保持できると共に、電線挿通部５８の長手方向の中央部分には結束固定部
４０が形成されていないことから自動的に分岐電線挿通窓６０を設けることができるので
ある。なお、結束部材として、結束テープ５５，５６以外に結束バンド等の任意の結束部
材が採用可能である。
【００３２】
　次に、かかる中間部材５７を裏返して上壁部３０を上にした後、中間部材５７を構成す
る複数の挿通部構成部材１４をそれぞれベース部材１２に対して取り付けることにより、
本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤハーネス４６の配索構造が
完成される。より詳細には、各挿通部構成部材１４の一対の支持脚部３４，３４に設けら
れた係合孔３６に対してベース部材１２に設けられた対応する一対の固定部２６，２６を
挿入する。これにより、固定部２６の係合突起２８が係合孔３６の上側端縁部に設けられ
た係合突起３８を外方に向かって弾性変形することでさらなる挿入が許容される。そして
、挿入後は、支持脚部３４の係合突起３８が弾性復帰することにより、支持脚部３４の係
合孔３６に対してベース部材１２の固定部２６が係合されて挿通部構成部材１４がベース
部材１２に対して固定されるようになっている。かかる固定は、ドライバー等の器具を用
いて解除可能であり、着脱自在となっている。なお、挿通部構成部材１４とベース部材１
２との固定は、上記係合構造に限定されず、ボスと嵌合孔等の任意の公知の係合構造が採
用可能である。また、ベース部材側の固定部を任意のピッチで複数設けておき、電線の量
など必要に応じて任意の箇所に必要な数の挿通部構成部材を設けることにより、ワイヤハ
ーネス用プロテクタの汎用性を向上させることも可能である。
【００３３】
　この結果、図６に示されているように、挿通部構成部材１４の上壁部３０がベース部材
１２の外周面２４上に隙間を隔てて対向配置されている一方、かかる上壁部３０から一対
の支持脚部３４，３４がベース部材１２に向かって突出されている。そして、上壁部３０
と一対の支持脚部３４，３４とベース部材１２の外周面２４によって囲まれた領域によっ
て、電線挿通部５８が構成されている。また、例えば図１に示されているように、各電線
挿通部５８の側面において、ベース部材１２と上壁部３０と長手方向一対の支持脚部３４
，３４によって分岐電線挿通窓６０が画成されている。すなわち、各電線挿通部５８には
、並列方向に直交する長手方向の中間部分において、長手方向に延びてかつ両側面に開口
してワイヤハーネス４６を構成する電線の一部によって構成される分岐電線４８ａ～ｄが
挿通可能な分岐電線挿通窓６０が設けられているのである（図４～６参照）。したがって
、各電線挿通部５８はいずれも両側面に分岐電線挿通窓６０を有しており、複数の電線挿
通部５８の並列方向の両側を分岐電線４８ａ～ｄの分岐方向とすることができるのである
。ここで、本実施形態では、かかる分岐電線挿通窓６０の高さ寸法：ｈと幅寸法（長手方
向）：ｗ（図１参照）の関係は、幅寸法：ｗは高さ寸法：ｈよりも大きい（ｗ＞ｈ）こと
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が好ましく、より好ましくは幅寸法：ｗは高さ寸法：ｈの２倍以上、さらに好ましくは幅
寸法：ｗは高さ寸法：ｈの３倍以上、であることが望ましい。なお、本実施形態では、分
岐電線挿通窓６０の幅寸法：ｗは高さ寸法：ｈの５倍程度となっている。
【００３４】
　図６に示されているように、上壁部３０と一対の支持脚部３４，３４とベース部材１２
の外周面２４によって囲まれた領域によって電線挿通部５８が構成されており、ワイヤハ
ーネス４６を構成する小分けされた複数の電線からなるワイヤハーネス４６ａ～ｄが、並
列配置されている複数の電線挿通部５８に挿通保持されている。それゆえ、各電線挿通部
５８に挿通配置されるワイヤハーネス４６ａ～ｄの上方への突出が抑えられることから、
ワイヤハーネス用プロテクタの低背化を確実に実現できるようになっている。また、複数
の電線挿通部５８の並列方向の一方側（図６中、時計回り右側）が分岐電線４８ａ～ｄの
分岐方向とされており、分岐方向に最も遠位の電線挿通部５８（ワイヤハーネス４６ａが
挿通保持されている）では、分岐方向側（図６中、時計回り右側）の分岐電線挿通窓６０
を挿通して分岐電線４８ａが側方に引き出されている。一方、それ以外の電線挿通部５８
では、分岐方向側の分岐電線挿通窓６０と分岐方向側に隣接配置された電線挿通部５８の
両側面の分岐電線挿通窓６０を挿通して分岐電線４８ｂ～ｄが側方に引き出されるように
なっている。
【００３５】
　さらに、図５に示されているように、複数の電線挿通部５８における分岐電線４８ａ～
ｄの引き出し位置が、長手方向（図５中、左右方向）で相互に異ならされている。これに
より、各電線挿通部５８から分岐する分岐電線４８ａ～ｄ同士が重なり合うことが有利に
防止されていることから、分岐電線４８ａ～ｄの一層の低背化が可能となっている。加え
て、電線挿通部５８を挿通するワイヤハーネス４６を構成するワイヤハーネス４６ａ～ｄ
の断面積Ｓａ～ｄが、分岐方向（図６中、時計回り左側）に向かって次第に大きくされて
いる（図６参照、Ｓａ＞Ｓｂ＞Ｓｃ＞Ｓｄ）。すなわち、より多くの分岐電線４８ａ～ｃ
を乗り越える必要があるワイヤハーネス４６ａ～ｄの幹線５４ａ～ｄがより小面積とされ
ていることから、各電線挿通部５８を挿通するワイヤハーネス４６ａ～ｄの幹線５４ａ～
ｄおよび分岐電線４８ａ～ｃの断面積の平準化を図ることができるので、低背化を有利に
実現できる。
【００３６】
　最後に、図６に示されているように、このようにワイヤハーネス４６が配索された本実
施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０が、固定対象であるリーンフォース５０に固定
されるようになっている。より詳細には、長手方向に延び出す筒状のリーンフォース５０
の外周面６２に対して、ベース部材１２の長手方向をリーンフォース５０の長手方向に沿
わせた状態で上方から配設した後、ベース部材１２をリーンフォース５０に向かって押し
込む。これにより、ベース部材１２の一対の固定片１６，１６が相互に離隔する方向に弾
性変形してさらなる挿入が許容され、一対の固定片１６，１６の係合突起２２がリーンフ
ォース５０の外周面６２に設けられた図示しない取付孔に嵌合することにより、弾性復帰
する。この結果、リーンフォース５０に対して本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ
１０を安定的に保持できるようになっている。このように、例えばリーンフォース５０の
ような平坦でない固定対象に対しても、ベース部材１２の形状を固定対象の形状に合わせ
ることにより、ワイヤハーネス用プロテクタ１０を容易に取り付けることができるように
なっているのである。なお、上記実施形態では、固定対象として筒状のリーンフォース５
０を例示して説明を行ったが、固定対象が車体フレーム等であってもよく、その形状も筒
状に限定されず任意の形状のものが採用可能であることは勿論である。
【００３７】
　このような構成とされた本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤ
ハーネス４６の配索構造によれば、ワイヤハーネス４６が小分けされた複数の電線からな
るワイヤハーネス４６ａ～ｄを含んで構成されており、かかるワイヤハーネス４６ａ～ｄ
が収容される複数の電線挿通部５８が並列配置されている。これにより、ワイヤハーネス
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４６を構成する電線が増加しても、ワイヤハーネス用プロテクタ１０の低背化を有利に維
持できるようになっているのである。
【００３８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの具体的な記載によって
限定されない。例えば、本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤハ
ーネス４６の配索構造では、ワイヤハーネス４６を構成する小分けされた複数の電線から
なるワイヤハーネス４６ａ～ｄの分岐電線４８ａ～ｄの分岐方向は、複数の電線挿通部５
８の並列方向の一方側（図６中、時計回り右側）とされていた。しかしながら、図７に示
す本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤハーネス４６の他の配索
構造のように、分岐電線４８ａ～ｄの分岐方向が複数の電線挿通部５８の並列方向の他方
側（図７中、反時計回り左側）とされていてもよい。あるいは、図８～９に示す本実施形
態のワイヤハーネス用プロテクタ１０を用いたワイヤハーネス４６の別の配索構造のよう
に、分岐電線４８ａ～ｄの分岐方向が複数の電線挿通部５８の並列方向の両側（図９中、
時計回り右側および反時計回り左側）とされていてもよい。このように、本実施形態のワ
イヤハーネス用プロテクタ１０では、複数の電線挿通部５８の並列方向の両側が分岐方向
となるように、各電線挿通部５８の何れもが、両側面に分岐電線挿通窓６０を備えている
ことから、ワイヤハーネス用プロテクタ１０の方向性が低減されて、汎用性が向上されて
いるのである。
【００３９】
　また、本実施形態のワイヤハーネス用プロテクタ１０では、各電線挿通部５８の何れも
が両側面に分岐電線挿通窓６０を備えていたが、図１０～１１に示す本発明の第二の実施
形態としてのワイヤハーネス用プロテクタ６８のように、分岐方向（図１１中、時計回り
右方向）から最も遠位の電線挿通部６４を構成する挿通部構成部材６６には、少なくとも
分岐方向側（図１１中、時計回り右側）の側面に分岐電線挿通窓６０が設けられていれば
よい。すなわち、図１１に示されているように、分岐方向側（図１１中、時計回り右側）
とは反対側の側面には分岐電線挿通窓６０が設けられていなくてもよい。さらに、並列方
向の中央部分から両側にそれぞれ分岐電線が引き出される場合には、中央部分の両側に位
置する各電線挿通部５８が分岐方向から最遠位の電線挿通部５８になることから、それら
の分岐方向側の側面のみに分岐電線挿通窓６０が設けられていてもよい。
【００４０】
　加えて、上記実施形態では、電線挿通部５８は上壁部３０と一対の支持脚部３４，３４
とベース部材１２の外周面２４によって囲まれた領域によって構成されていたが、電線挿
通部が上壁部と一対の支持脚部によって構成されかつ上方に開口するように形成されてい
てもよい。これにより、ワイヤハーネス用プロテクタを構成後にワイヤハーネス４６を上
方から組み付けることが可能となる。
【００４１】
　また、上記実施形態では、ワイヤハーネス用プロテクタ１０はベース部材１２を有して
いたが、なくてもよい。例えば、複数の電線挿通部５８をそれぞれ側面に分岐電線挿通窓
６０が開口形成された筒体によって構成し、電線挿通部５８を任意の連結部材によって並
列方向に連結することにより、ワイヤハーネス用プロテクタが構成されていてもよい。
【００４２】
　なお、上記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。
【００４３】
（１）ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けされて収容される複数の電線挿通部
を有し、前記複数の電線挿通部が並列配置されている一方、前記複数の電線挿通部の並列
方向の少なくとも一方側が前記電線の分岐方向とされており、前記分岐方向から最も遠位
の前記電線挿通部を除く各前記電線挿通部には、前記並列方向に直交する長手方向の中間
部分において、前記長手方向に延びてかつ両側面に開口して前記電線の一部によって構成
される分岐電線が挿通可能な分岐電線挿通窓が設けられている一方、前記分岐方向から最
も遠位の前記電線挿通部には、少なくとも前記分岐方向側の側面に前記分岐電線挿通窓が
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設けられているワイヤハーネス用プロテクタである。
【００４４】
　技術的思想（１）のワイヤハーネス用プロテクタによれば、複数の電線が小分けされて
収容される複数の電線挿通部が並列配置されていることから、ワイヤハーネスを構成する
電線が増大した場合でも、複数の電線挿通部に小分けして電線を収容保持できることから
、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化が可能となる。加えて、複数の電線挿通部の並列
方向の少なくとも一方側が電線の分岐方向とされ、分岐方向から最も遠位の電線挿通部を
除く各電線挿通部が、その長手方向の中間部分において、長手方向に延びてかつ両側面に
開口する分岐電線挿通窓を有し、分岐方向から最も遠位の電線挿通部が、少なくとも分岐
方向側の側面に分岐電線挿通窓を有している。このような構成により、分岐方向に最も遠
位の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出す
ことができる。また、それ以外の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓と分岐方
向側に隣接配置された電線挿通部の両側面の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に
引き出すことができる。したがって、ワイヤハーネス用プロテクタに分岐部を挿通保持す
る追加の部位を設けることなく、分岐電線を複数の電線挿通部に亘って挿通保持すること
により安定した分岐電線の保持を実現でき、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな
状態で挿通保持することができる。
【００４５】
　しかも、各電線挿通部に設けられた分岐電線挿通窓は、長手方向に延びて設けられてい
ることから、各電線挿通部毎に電線が分岐される位置を長手方向で異ならせることができ
る。これにより、分岐方向に遠位側の電線挿通部において分岐電線が重なり合って電線束
の高さが増大することも回避することができ、分岐部を含むワイヤハーネス用のプロテク
タの低背化を有利に実現できる。
【００４６】
（２）技術的思想（１）に記載のワイヤハーネス用プロテクタにおいて、各前記電線挿通
部がいずれも前記両側面に前記分岐電線挿通窓を有しており、前記複数の電線挿通部の並
列方向の両側を前記電線の分岐方向とすることができるものである。
【００４７】
　技術的思想（２）のワイヤハーネス用プロテクタによれば、複数の電線挿通部の並列方
向の両側が分岐方向となるように、各電線挿通部の何れもが、両側面に分岐電線挿通窓を
備えている。これにより、ワイヤハーネス用プロテクタの方向性が低減されて、汎用性の
向上を図ることができる。
【００４８】
（３）技術的思想（１）または（２）に記載のワイヤハーネス用プロテクタにおいて、固
定対象に固定されるベース部材と、前記ベース部材上に隙間を隔てて対向配置される長手
状の上壁部と、該上壁部の長手方向の両側部分の両側縁部からそれぞれ前記ベース部材に
向かって突出する一対の支持脚部とを含んで構成された挿通部構成部材の複数とをさらに
備えており、各前記挿通部構成部材の前記一対の支持脚部が前記ベース部材に設けられた
複数の固定部に対してそれぞれ着脱自在に固定されることにより、各前記電線挿通部が構
成され、各前記電線挿通部の前記側面において、前記ベース部材と前記上壁部と長手方向
両側の前記支持脚部によって前記分岐電線挿通窓が画成されているものである。
【００４９】
　技術的思想（３）のワイヤハーネス用プロテクタによれば、車両側の固定対象に固定さ
れるベース部材に対して、挿通部構成部材を着脱自在に取り付けることにより各電線挿通
部を構成することができる。それゆえ、ベース部材上に複数の電線を配索しつつ、分岐方
向から離れた側の電線挿通部から順番に構成することで、作業性の向上や分岐部分の容易
かつ安定した配索を可能にすることができる。
【００５０】
　しかも、挿通部構成部材が上壁部とその両側部分でベース部材に向かって突出する一対
の支持脚部によって構成されていることから、各電線挿通部に挿通配置される電線の上方
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への突出が抑えられる。それゆえ、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化を一層確実に実
現できる。
【００５１】
（４）ワイヤハーネス用プロテクタを用いたワイヤハーネスの配索構造であって、前記ワ
イヤハーネス用プロテクタとして技術的思想（１）から（３）のいずれか１つに記載のワ
イヤハーネス用プロテクタを用い、前記ワイヤハーネスを構成する複数の電線が小分けさ
れて前記複数の電線挿通部に挿通保持されている一方、前記分岐方向に最も遠位の前記電
線挿通部では、前記分岐方向側の前記分岐電線挿通窓を挿通して前記分岐電線が側方に引
き出されている一方、それ以外の前記電線挿通部では、前記分岐方向側の前記分岐電線挿
通窓と前記分岐方向側に隣接配置された前記電線挿通部の両側面の前記分岐電線挿通窓を
挿通して前記分岐電線が側方に引き出されているものである。
【００５２】
　技術的思想（４）のワイヤハーネスの配索構造によれば、技術的思想（１）から（３）
のいずれか１つに記載のワイヤハーネス用プロテクタを用い、複数の電線が小分けされて
収容される複数の電線挿通部が並列配置されていることから、ワイヤハーネスを構成する
電線が増大した場合でも、複数の電線挿通部に小分けして電線を収容保持できることから
、ワイヤハーネス用プロテクタの低背化が可能となる。加えて、複数の電線挿通部の並列
方向の少なくとも一方側が電線の分岐方向とされ、分岐方向から最も遠位の電線挿通部を
除く各電線挿通部が、その長手方向の中間部分において、長手方向に延びてかつ両側面に
開口する分岐電線挿通窓を有し、分岐方向から最も遠位の電線挿通部が、少なくとも分岐
方向側の側面に分岐電線挿通窓を有している。このような構成により、分岐方向に最も遠
位の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に引き出す
ことができる。また、それ以外の電線挿通部では、分岐方向側の分岐電線挿通窓と分岐方
向側に隣接配置された電線挿通部の両側面の分岐電線挿通窓を挿通して分岐電線を側方に
引き出すことができる。したがって、ワイヤハーネス用プロテクタに分岐部を挿通保持す
る追加の部位を設けることなく、分岐電線を複数の電線挿通部に亘って挿通保持すること
により安定した分岐電線の保持を実現でき、分岐部を含むワイヤハーネスをコンパクトな
状態で挿通保持することができる。
【００５３】
　しかも、各電線挿通部に設けられた分岐電線挿通窓は、長手方向に延びて設けられてい
ることから、各電線挿通部毎に電線が分岐される位置を長手方向で異ならせることができ
る。これにより、分岐方向に遠位側の電線挿通部において分岐電線が重なり合って電線束
の高さが増大することも回避することができ、分岐部を含むワイヤハーネス用のプロテク
タの低背化を有利に実現できる。
【００５４】
（５）技術的思想（４）に記載のワイヤハーネスの配索構造において、複数の前記電線挿
通部における前記分岐電線の引き出し位置が、前記長手方向で相互に異ならされているも
のである。
【００５５】
　技術的思想（５）のワイヤハーネスの配索構造によれば、複数の電線挿通部における分
岐電線の引き出し位置が、長手方向で相互に異ならされている。これにより、各電線挿通
部から分岐する電線が重なることが有利に防止されていることから、分岐する電線の一層
の低背化が可能となる。
【００５６】
（６）技術的思想（４）または（５）に記載のワイヤハーネスの配索構造において、各前
記電線挿通部を挿通する小分けされた前記ワイヤハーネスの断面積が、前記分岐方向に向
かって次第に大きくされているものである。
【００５７】
　技術的思想（６）のワイヤハーネスの配索構造によれば、電線挿通部を挿通するワイヤ
ハーネスの断面積が、分岐方向に向かって次第に大きくされている。すなわち、かかる電
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線挿通部に挿通配置される電線が、分岐方向に最も近い電線挿通部において最も細く、最
も遠い電線挿通部に向かって次第に太くされている。これにより、分岐する電線が自身よ
りも太い電線を乗り越えることがなく、各電線挿通部を挿通するワイヤハーネスの断面積
の平準化を図ることができ、低背化を有利に実現できる。
【符号の説明】
【００５８】
１０，６８：ワイヤハーネス用プロテクタ、１２：ベース部材、１４，６６：挿通部構成
部材、２６：固定部、３０：上壁部、３４：支持脚部、４６：ワイヤハーネス、４６ａ～
ｄ：ワイヤハーネス、４８ａ～ｄ：分岐電線、５０：リーンフォース（固定対象）、５８
，６４：電線挿通部、６０：分岐電線挿通窓

【図１】 【図２】

【図３】
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